
※ ②と④は、必ず郵便での手続きとなります

郵便による投票手続きについて

1） 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等

投票証明書」を同封して選挙の期日４日前（３月４日（水））までに選挙管理委員会に到着

するよう返送してください。

2） 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきま

す。

3） 公示日（告示日）の翌日以降、投票用紙に記載します。

＊投票用紙を内封筒に入れて封をします。

＊内封筒を外封筒に入れて封をします。

＊外封筒に署名します。

4） 郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。（郵便等投票証明書の返送は不

要です）


